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はじめに

　2022年 2 月に始まったロシア・ウクライナ戦争（露ウ戦争）は、武力による威
嚇やその行使、侵略を禁止してきた20世紀後半以降の支配的秩序である、自由主
義的国際秩序（liberal international order）に深刻な動揺をもたらしている1。開戦以
降、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアへの抵抗を自由と民主主義とい
う価値をめぐる戦いであると位置づけ、世界に支援を呼びかけてきた。これに対
して最も積極的に応じたのがアメリカと NATO諸国であり、軍事的、財政的にウ
クライナの反攻を支援してきた。ロシアに対する経済制裁には、日本などアジア
におけるアメリカの同盟国も加わっている。露ウ戦争以後の国際政治は、自由主
義的国際秩序を攻撃する側（ロシアおよびその行動を支える諸国）と守る側、そ
してそのどちらからも距離を保ち独自の国益を追求するグローバル・サウス諸国
という構図で描かれてきた。
　侵攻決定の責任がプーチン大統領にあることは論を俟たないが、そこに至る構
造的背景を考える際には、①ロシアとウクライナの二国間関係のみならず、②冷
戦終結後の西側諸国とロシアの関係、③国連やヨーロッパ安全保障協力会議
（CSCE。1995年から機構化し、OSCE）という自由主義的国際秩序を支えてきた
国際機構の問題、というようにレベルを分けて分析する必要がある。本稿は、特
にヨーロッパにおける安全保障秩序とロシアの関係を手がかりに、戦争の構造的
背景を論じることを目的としている。そのため、以下では②および③を中心に論
じる。
　冷戦後ヨーロッパの安全保障秩序に焦点を絞るにあたり、その危機は外部から
の挑戦によるものなのか、それとも内部の矛盾に端を発しているのかを考えなけ
ればならない。現プーチン政権のロシアは経済圏でも安全保障制度の面でもヨー
ロッパの外に位置づけられる。しかし、冷戦終結後から2014年のクリミア併合ま
での間、ロシアは国連安保理常任理事国であると同時に責任ある核大国であるこ
と、そして1998年に G8 のメンバーになったことを大国の証としてきた。また、
1990年代には、地域レベルでも CSCE/OSCEを頂点にした安全保障秩序を主張し
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たり、アジア太平洋経済協力会議（APEC）への参加や世界貿易機関（WTO）加
盟を追求し、実現してきた。これらのファクトを考慮すると、ロシア連邦を生来
的な修正主義勢力だと考えるよりも、冷戦終結後に自由主義的国際秩序の恩恵を
享受しようと模索する過程で、何らかの矛盾が生じ、既存の国際秩序に異議を申
し立てるアクターに変容していったと考えた方がいいのではないだろうか。本稿
は、西側諸国とロシアの対立は自由主義的国際秩序に内在する矛盾の噴出である
という視点に立ち、東西ヨーロッパ諸国の相互関係を律する基本原則と考えられ
てきたヘルシンキ10原則と、CSCE/OSCEをプラットフォームとして進められて
きた安全保障協力（ヘルシンキ・プロセス）に注目する。
　露ウ戦争の背景として、ヨーロッパ安全保障秩序の分断に焦点を当てた代表的
な研究に、ジョン・J・ミアシャイマーの著作がある。彼は、2014年のユーロマイ
ダン革命に端を発する第一次ウクライナ危機と、全面戦争に発展した2022年の第
二次ウクライナ危機の原因を、ウクライナに対するプーチンの支配欲よりも、ウ
クライナの NATO加盟の脅威にあると指摘する。そして NATO拡大を推し進め、
ロシアと国境を接するウクライナを西側に統合しようとした西側、特にアメリカ
の指導者たちの責任を指摘した2。また、遠藤誠治はプーチンの戦争は冷戦後の国
際秩序に対する外部からの攻撃ではなく、その内部に問題があったからこそ起こっ
ている事態だと解釈すべきではないかという問題提起をしている。遠藤は、NATO
東方拡大だけでなく、旧ユーゴスラヴィアの解体過程での NATO軍による空爆の
決定と、その後西側諸国を中心に形成・共有されていった「保護する責任」とい
う介入の論理、そして核抑止体制を検討の対象とし、ロシアを自由主義的国際秩
序に包摂しようとする、西側諸国の試みには十分な慎重さや配慮が欠けていたの
ではないかと指摘した上で、自由主義的国際秩序そのものの中にある問題を自覚
し、それを改革していく努力なくしては、この秩序を存続させることはできない
のではないかと述べている3。念のため断っておくと、両者とも露ウ戦争の開始と
遂行の責任はプーチンにあるという理解の上で、戦争の構造的背景を検討している。
　攻撃的リアリズムの代表的論客であるミアシャイマーの議論は、大国の利益の
バランスに焦点を当てている。しかし、大国間の均衡が国際政治の趨勢を決定す
るという主張は、ウクライナの内政・外交政策の変化が情勢に及ぼした影響や、
軍事侵攻という誤った決定を導いたロシアの政策決定過程に内在する問題を軽視
している。また、冷戦終結後の西側とロシアの関係を、もっぱら軍事的脅威と勢
力圏をめぐる対立の観点から検討しており、秩序の構成員となりうるかどうかの
重要な条件である、ルールや規範の共有についての視点を欠いている。一方、ルー
ルや規範の問題に言及している遠藤の議論は、人道的介入や保護する責任という
自由主義的論理を、なぜロシアと共有できなかったのかという重要な論点に踏み
込んでいない。これに対し、本稿では、エリツィン政権がOSCEを頂点とするヨー
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ロッパ安全保障秩序を主張していたにもかかわらず、チェチェン戦争やコソヴォ
空爆をめぐってOSCEにおいてロシアが孤立し、最終的にロシア抜きの拡大NATO
がヨーロッパ安全保障秩序の中心的制度となる過程を、軍事的対立ではなく規範
をめぐる対立としてロシアの立場から再検討する。ロシアと西側の対立は NATO
拡大問題に収斂されがちであるが、規範の問題を取りあげることで、冷戦後のヨー
ロッパの対立構造をより多面的に理解することができるのではないだろうか。
　以下では、第一に、1975年のヘルシンキ最終文書で示された10原則のうち、特
に第 8原則「人民の同権と自決」に着目する理由を述べる。第二節では、ソ連に
とってヘルシンキ10原則とはどのような意味を持っていたのかについて考察する。
そして第三節ではソ連崩壊後のヨーロッパ情勢を考慮しつつ、OSCEに対するロ
シアの期待と限界について検討する。そして最後に、コソヴォ独立問題、ロシア・
ジョージア戦争、二度のウクライナ危機を取りあげ、ヘルシンキ・プロセスが限
界を迎える過程で生じたヨーロッパの分断を論じる。

1．対立の焦点としての「人民の自決」

　旧ソ連や東欧を専門としない読者は、なぜ2022年の露ウ戦争の構造的背景を考
えるために、1990年代の西側諸国とロシアの規範をめぐる対立を再検討する必要
があるのかという疑問を持つかもしれない。これに対する答えとして、2014年 3
月と2022年 9 月のプーチン演説の両方で、自決権の問題が取りあげられているこ
とを挙げたい。2014年 3 月17日、プーチンは前日に行われたクリミア住民による
「住民投票」の結果を根拠にウクライナ領であったクリミア共和国とセヴァストポ
リ特別市の独立を承認し、翌18日には両者の代表とロシアへの編入条約を結び、
事実上の併合を行った。18日の演説でプーチンは、クリミア最高会議が住民投票
を呼びかける際に、民族自決に言及している国連憲章を引き合いに出したことを
挙げ、これはウクライナがソ連から離脱する際に行使した権利であり、なぜウク
ライナは認められてクリミアは認められないのか、などと述べた4。さらに、2008
年 2 月のセルビアからのコソヴォの独立宣言を挙げ、一方的な独立宣言に中央政
府の許可は必要ないのだと主張した。
　また、2022年 9 月にプーチン政権は、ウクライナ東部 4州（ルハンシク、ドネ
ツィク、ヘルソン、サポリージャ）で実施された「住民投票」を根拠に、これら
をロシアに併合する法的手続きをとった。この際、やはりプーチンは国連憲章に
規定された人民の自決の原則に基づく決定であることを主張している。そして、
「まさに、いわゆる西側が、国境不可侵の原則を踏みにじった。そして今、誰が自
決権を有し、誰が自決権を持たないのか、誰がそれを持つに値しないのかを自分
たちの裁量で決めている」と厳しく非難した5。これらのプーチンの言動は、冷戦
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終結後のヨーロッパで起きたコソヴォ、クリミア、ウクライナ東部の分離・独立
問題に共通するのは、「人民の自決の権利を行使する主体は誰なのか」という、国
際規範の解釈をめぐる問題であることを示唆している。
　実際に国連憲章の第一章第二項で定められているのは「人民の同権および自決
の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること」である。「人民の
同権および自決の原則」は、国連の公式ウェブサイトで公表されている英語正文
では「the principle of equal rights and self-determination of peoples」、露語正文では
「принцип равноправия и самоопределения народов」となる。これに対し、上述の
2014年プーチン演説では、「民族自決」に該当する部分は「право нации на 
самоопределениe」、「right of nations to self-determination」である。ロシア語の表現
で「人民」を表す際、国連憲章では「народ（ナロード）」が、プーチン演説では
「нация（ナーツィヤ）」が使用されている。「ナロード」は国民、人民を意味して
おり、「ナーツィヤ」は共同体としての民族、国民、国家などの訳語がありエス
ニックな意味合いが強い。ただし、厳密に使い分けられているわけではなく、過
去のプーチン演説を調べると、ナロードもナーツィヤも使われているのだが、上
述の2014年演説の際に用いられた「ナーツィヤ」の意味を少し掘り下げてみたい。
　ソ連時代の民族概念において、「ナーツィヤ」と認定された民族は、連邦構成共
和国を持つことを認められていた6。1922年12月に成立したソビエト社会主義共和
国連邦を構成するロシア連邦共和国、ウクライナ共和国、白ロシア共和国（ベラ
ルーシ）、ザカフカース連邦共和国は、四か国の同盟条約に基づき、連邦からの一
方的かつ自由な離脱権を認められていた7。連邦と諸共和国の権限の範囲は、のち
のソ連憲法によって変化していくが、1924年 1 月のソ連憲法（24年憲法）では、
連邦構成共和国を主権国家として規定する一方、連邦の諸決定が共和国の諸決定
に対して優位であることが明文化された8。つまり、ウクライナ共和国のような連
邦構成共和国は、憲法で主権国家と規定されながら、その国家主権は連邦によっ
て制限可能なものと解釈されていたのである。唯一、連邦からの離脱権を有する
ことが、連邦構成共和国の自決権の拠り所であった。憲法で連邦に強力な権限が
認められたことから、実際に離脱権を行使するのは困難であったが、ソ連末期、
ミハイル・ゴルバチョフの下で政治改革が進み、連邦と構成共和国、さらにその
下の行政単位の間の権限の見直しの動きが始まると、自決権を行使し得る主体の
範囲が大きな問題となったのである。
　この問題はソ連だけでなく、民族主義が紛争化していったユーゴスラヴィアを
始めとする東欧情勢にも深く関わることであった。民族問題の深刻化に伴い、
CSCEでは1991年 7 月に、ジュネーブで少数民族問題に関する専門家会議が開催
された。冷戦終結後、ヨーロッパの安全保障問題の焦点であった少数民族の自決
権をめぐる協議と合意形成は、ソ連を含めて CSCEの場で行われたのである。次
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節では、ソ連にとってのヘルシンキ最終文書の意義を確認し、冷戦終結後の新し
いヨーロッパ安全保障秩序の形成期にどのような合意が成立していたのかを再検
討する。

2．ソ連にとってのヘルシンキ10原則の意義

　国連憲章では、自決権を行使する「人民」（people）の範囲について、明確な規
定はない。しかしそれは主権国家の境界を脅かさないことが前提とされていた。
この方向性を、ヨーロッパの国際情勢を反映しつつ成文化したのが、ヘルシンキ
最終文書の第 1章に含まれる、10原則から成る「参加国の相互関係を律する諸原
則に関する宣言」（ヘルシンキ10原則）であった。
　ソ連がヨーロッパ安全保障に関する構想に本格的に取り組むのは、1960年代後
半以降である。1966年 3 月の第23回ソ連共産党大会のレオニード・ブレジネフの
報告書には、ソ連の対外政策として「ヨーロッパの安全保障に関する交渉を開始
すること」が盛り込まれた9。これ以降、ブレジネフ政権は、ヨーロッパ各国と
ヨーロッパの安全保障会議開催に関する意見交換を行っていった。1968年にチェ
コスロバキアで「プラハの春」が起き、東欧でソ連の指導者に政策の見直しを迫
る動きが強まったことから、東欧における社会主義の強化と支配圏10の維持がブ
レジネフ政権のヨーロッパ政策の中心課題となっていった。この文脈で、ソ連が
ヨーロッパの安全保障会議に求めたものは、ヨーロッパの領土と社会・政治的な
現状維持を固めることと、西側との経済格差を縮小するために経済協力を発展さ
せることであった11。
　1975年 8月に調印されたヘルシンキ最終文書では、「ヨーロッパの安全保障に関
する諸問題」、「経済、科学技術、環境分野」、「人道的およびその他の分野」とい
う三つのバスケット（問題群）が提示された。このうちの第一バスケットで示さ
れた「ヘルシンキ10原則」は、以下の通りである。
①主権平等、主権に固有の諸権利の尊重
②武力による威嚇または行使の抑制
③国境不可侵
④国家の領土保全
⑤紛争の平和的解決
⑥内政不干渉
⑦思想、良心、宗教、信仰の基本的自由と人権の尊重
⑧人民の平等と自決
⑨国家間の協力
⑩国際法の義務の誠実な履行
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　ブレジネフ政権は、③～④によってヨーロッパにおける現国境の固定を保証さ
れた一方、その代償として、人権問題に関するコミットメントを負うこととなっ
た。当初、ソ連側は人権問題を10原則に含むことに抵抗していたにもかかわらず、
合意に至った背景には、すでに国連憲章第一条に掲げられていることに加え、⑥
の内政不干渉原則が⑦の人権規範を政治的に相殺し得ると考えたことが挙げられ
る12。ヘルシンキ最終文書が調印された当時、ソ連がこの合意で重視していたの
はソ連国境と支配圏の維持という現状維持的な側面であった。この時点では、後
に人権問題が争点化し、⑦を根拠として東側に対する西側の人権外交が展開され、
人権 NGOの活動が社会主義体制を揺るがすものになるという認識は希薄であっ
た13。
　人権規範と人民の自決は、1990年代以降、国民に対して非人道的な措置をとっ
た主権国家への武力を伴う介入や、分離政体による住民投票を経ての独立など、
冷戦終結後に噴出した問題を正当化するための基準として用いられるようになる。
ここで注意したいのは、民族自決や人民の自決という概念の意味するところであ
る。これらの概念の使われ方や分類は、政治学、社会学、経済学で異なる。国際
政治史の文脈で見ると、自決権には、大きく分けて二つの側面がある。一つは、
外的自決（External Self-determination）の概念であり、1970年代初頭までは主とし
て植民地からの独立という自決を意味する概念であった14。もう一つは内的自決
（Internal Self-determination）の概念であり、これは一定の領域内の政治体制を住民
が決定する権利である。
　元々、ヘルシンキ・プロセスにおいて議論された人民の自決には、西側諸国、
ソ連、ソ連陣営下の社会主義諸国のそれぞれで違う意味が込められていた15。
CSCEの準備会議の段階で、ソ連の東欧支配を不当なものと見なしていた西側諸
国は、内的自決権を明確に規定しようとしていた16。特に、将来的に自決権を行
使することによってドイツ統一を実現する可能性を残したい西ドイツは、「人民の
自決」を CSCE参加国の関係の指針となる原則に含めることに熱心であった。他
方で、ソ連がヘルシンキ・プロセスに求めていたものは、東欧の支配権の確保と
第二次世界大戦によって拡大した領土、つまり現国境の維持であった。（内的）自
決権を認めることは東欧諸国に社会主義陣営から離脱する権利を与えることを意
味していた。しかし最終的に「⑧人民の平等と自決」が盛り込まれた背景には、
先に「③国境不可侵」、および「⑥内政不干渉」が10原則に含まれることが合意さ
れ、ソ連の立場が軟化したことが指摘されている17。
　以上のように、人民の自決を参加国間の関係の指針として含めるか否かで意見
は分かれたのであったが、自決権の行使主体の範囲に少数民族が含まれないとい
う点では合意があった。この点は、第 8原則について、最終文書のなかで「参加
国は、国連憲章の目的と原則および国家間の領土保全を含む国際法の関連する規
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範に常に従って、人民の平等と自決権を尊重する…」18と規定されたことで、実質
的に自決権の行使主体が「国民」であることを指している。ヘルシンキ最終文書
は、CSCEで合意される新しいヨーロッパのためのパリ憲章（1990年）や、少数
民族の権利について「国家の領土保全の原則に違反するいかなる活動に関わる権
利も、行動をとる権利も意味しない」という点を明確にしたコペンハーゲン会議
文書（1990年）とともに、国連憲章の人民の自決を支持して、植民地の諸国や人々
に独立を認める根拠となった。しかしその一方で、国家の内側からの分裂の動き
には反対する規範として機能したのである19。ソ連の例で言えば、解体の際に独
立が認められるのは、形式上「国家主権」を有していた連邦構成共和国まで、と
いうのがヘルシンキ・プロセスの枠組みでの解釈であり、ソ連とアメリカも含む
CSCE参加国の間で共有されるべき国際規範であった。つまり、ウクライナ共和
国の独立は認められても、その下位の行政単位であるクリミア州（1991年 1 月の
住民投票によって、翌 2月からクリミア自治共和国）の独立は国際的に承認し得
ないのである。ユーゴスラヴィア連邦の解体において、セルビア共和国に属して
いたコソヴォ自治州の扱いも同様のはずであった。以下では、冷戦終結からソ連
崩壊の過程で活発化した少数民族の自決要求の動きに、CSCEとロシアがどのよ
うに対処していったのかを見ていきたい。

3．冷戦終結後のヨーロッパ安全保障秩序の分断

（1）ポスト冷戦期のヨーロッパ国際秩序とロシア
　1985年に書記長となったゴルバチョフは、当初連邦を維持する方針でソ連体制
の改革を進めていったのであるが、政治改革によって共産党体制の統制が弱まっ
ていくと、連邦構成共和国が権限の拡大を求めて次々と主権宣言を採択する動き
が始まった。この流れに危機感を持っていたソ連指導部の保守派が起こした1991
年 8 月のクーデターが失敗に終わると、ソ連共産党は国家権力機関としての役割
を果たせなくなった。最終的に、1991年12月に行われた住民投票の結果が独立賛
成多数であったことから、ウクライナは主権国家として独立する道を選択するこ
とになった。これが引き金となり、ソ連は解体へと向かっていった。ソ連は重層
的な構造を有しており、連邦構成共和国が最も大きな単位であり、その下に自治
共和国、自治州、自治管区などが設置されていた。ソ連崩壊時に独立国家の単位
として認められたのは、基本的に連邦構成共和国の単位であった。
　前節で述べた通り、国連憲章およびヘルシンキ10原則に従うと、その主権国家
の下位レベルの行政単位の独立は国際的承認を得られなかった。そのため、旧ソ
連地域では、ジョージア（グルジア）、モルドヴァ、アゼルバイジャンのような独
立した「親国家」から、さらに分離を求めたアブハジア、南オセチア、沿ドニエ
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ストル、ナゴルノ・カラバフ（アルツァフ共和国）の領域は、事実上独立してい
るが国際的に承認されない「未承認国家」となった。未承認国家をめぐる諸問題
は、主権国家で構成される既存の国際機構やそれらのなかで形成されてきた国際
規範では対応が困難である。ソ連やユーゴスラヴィアのように、連邦解体によっ
て新たな国家が生まれ、その内側の少数民族が自決を求める動きが広がるなかで、
基本的に主権国家の国境を尊重してきた政府間協議である CSCEもまた、岐路に
立たされることになった。
　ソ連崩壊後から1990年代半ばまで、ロシアの政治エリートの間では国際システ
ムにおいてロシアが占めるべき位置、脅威認識、地域的優先事項に関して様々な
見解が浮上した。1992年末までの初期の対外政策には、アンドレイ・コズィレフ
外相（1991.12-1996.1）に代表される「大西洋主義者」の影響が強く、国際政治
における大国の地位を維持する手段を西側との協調や、西側諸国が参加している
国際機関への加盟に求めた。独立国家共同体（CIS）の創設が決まった直後の記
者会見で、コズィレフは NATOとの関係を問われ、ロシア指導部は NATOを侵略
的な軍事ブロックと見なしておらず、ヨーロッパと世界を安定させるメカニズム
の一つだと考えており、ゆえにこれと協力し、参加することが望みである、と答
えている20。一方、独立した旧ソ連諸国との国際関係におけるロシアの役割、特
に分離独立紛争が起きたジョージアへの関与について、コズィレフは人権や少数
民族の権利擁護の点でジョージア指導部に疑問を持っているが、あくまでジョー
ジアの内政問題なので直接介入することは恐らくないと述べ、旧ソ連空間におい
てロシアが宗主国的な役割を果たすことに否定的な立場を表明した21。
　このような西側志向、旧ソ連圏におけるロシアの役割縮小の姿勢は、「近い外国
（ソ連から独立した諸国）」での分離独立紛争や内戦が頻発するなかで、ルスラン・
ハズブラートフ議長を中心とする最高会議やエリツィンの政治顧問らによる批判
の的となった。このため、エリツィンは1992年10月に外務省で行われた会議にお
いて、対外政策路線の修正を求めた22。1993年以降のロシアの対外政策は、初期
の大西洋主義を修正し、ロシアは西でも東でもない、「ユーラシア」の独自の文明
であると主張するユーラシア主義者の主張を取り込んで形成されるようになる。
この方針転換の主な要因となったのが、旧ソ連圏で頻発した民族紛争と、NATO
の東方拡大であった。
　ゴルバチョフによる政治改革の過程で、南コーカサスのアルメニア、アゼルバ
イジャン、ジョージアでは連邦構成共和国内の自治州が自治権の拡大や、民族単
位に基づく帰属変更や分離を求めるようになっていた。このうち、2008年にロシ
アと戦争をすることになるジョージアでは、民族意識の高まりに伴って、ジョー
ジア人とアブハズ人、オセット人の対立が紛争へと発展していた。ジョージアか
らの分離とソ連への直接参加を求める南オセチアとジョージアの対立は1991年 1
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月から武力紛争に突入した。一方、アブハジアはソビエト政権ができた当初、独
立したアブハジア社会主義共和国であり、その後ジョージアと同盟関係を築き、
最終的に1931年にジョージアの自治共和国となった経緯がある。ソ連末期の民族
運動の高まりのなかで、アブハジアはジョージアの独立を問う住民投票をボイコッ
トし、ソ連の存続を支持する立場をとった。ソ連崩壊後、分離独立を求めるアブ
ハジアに対し、ジョージアのエドゥアルド・シェワルナゼ政権は1992年 8 月に軍
を派遣し紛争に発展した。ジョージア、そして本稿では詳述しないがモルドヴァ
で生じた分離独立紛争の本質はソ連残留運動であったことが専門家によって指摘
されている23。
　1992年末以降、ロシアはアブハジアに軍を駐留させ、ジョージアとの停戦合意
を仲介するなど、旧ソ連空間で調停者としてプレゼンスの回復を目指すようにな
る。注意したいのは、1990年代のロシアはアブハジア、南オセチアへの支援を行
う一方、いずれのケースでもジョージアからの独立を承認してはいないことであ
る。エリツィンのこの方針はウクライナとの関係においても適用された。1993年
にエリツィンとの対立が深刻化するなかで、ロシア最高会議は黒海艦隊の基地が
あるセヴァストポリのロシアへの返還を求めた。しかしエリツィンはこれを取り
あげず、1997年にはウクライナとの間でソ連崩壊時の国境を承認する条約を締結
し、クリミアのウクライナへの帰属を確認した24。
　一方、1993年以降、NATOの東方拡大に関する議論が本格化していくと、ロシ
ア国内では大西洋主義が主流派であった外務省と、軍事分野の国益擁護を主張す
る、対外情報庁をはじめとする力の省庁との対立が顕在化した。1993年11月に対
外情報庁長官プリマコフがロシア外務省のプレス・センターで公表した報告書で
は、NATOの責任範囲がロシアの国境に直接近づくことはロシアの脅威になると
いう認識が示された25。1993年 4月に公表された「ロシア連邦の対外政策概念」で
は、ロシアの対外行動は国際法、国連憲章と CSCEの目的と原則に厳正に基づく
ものであるとされている。また、東欧と近い外国での不安が高まる状況下で、バ
ンクーバーからウラジオストクまでの空間の多様な分野で、平和と安定を支え、
国際協力を構築するメカニズムとして CSCEの重要性が高まっている、と位置づ
け、CSCEの役割の拡大に期待を込めている26。
　これまで述べたように、「近い外国」で少数民族の分離独立運動が紛争化するな
かで、主権国家の国境を維持する形で秩序を安定化させる根拠となるのがヘルシ
ンキ10原則であった。ロシア抜きの NATO拡大が不可避となると、ロシアは、旧
ソ連空間も含む汎ヨーロッパの安全保障体制を OSCE（1994年12月に CSCEから
改組）に求め、OSCEを頂点とする集団安全保障システムを提案するようになる。
しかし、CSCEの問題は「ヨーロッパの国連」と言われるように国連との役割分
担が不明確であること、そしてヘルシンキ最終文書で合意した諸原則について、
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実際の解釈が国ごとに異なることであった27。
　OSCEを頂点とする集団安全保障システムについて、アメリカの政治学者トー
マス・アンブロシオは、NATO拡大によってバランス・オブ・パワーが崩れるこ
とを懸念したロシアが、アメリカの一極優位を少しでも弱めるために、OSCEと
国連安保理というコンセンサス重視かつ拒否権の行使が可能な国際機構を利用し
て、アメリカに対する影響力行使を試みるようになったと指摘している28。確か
に、これはヨーロッパ・大西洋地域の勢力均衡の観点から妥当な指摘である。他
方で、旧ソ連空間での民族紛争だけでなく、ロシア連邦内の民族自治地域との権
限区分問題に直面していたエリツィン政権の立場から考えると、主権国家の領土
保全を重視し、国家の内側からの分裂の動きに厳しい姿勢をとる OSCEを支持す
ることは、国内政策上の意義も有していたと考えられる。

（2）第一次チェチェン紛争（1994.12.11～1996.8.31）と CSCE/OSCE
　ロシア連邦発足直後の1992年 3 月、連邦政府は、地域行政単位（共和国、自治
州、自治管区の民族自治単位と、地方、州）との間で連邦条約を締結したが、ロ
シアとの対等性を求めて個別の条約を求めるタタールスタンと、すでに主権国家
宣言を出していたチェチェンは調印しなかった。北コーカサス地方のチェチェン
では、 8月クーデターの後に、急進民族派のジョハル・ドゥダーエフが権力を掌
握していた。1994年後半になると、チェチェン共和国の独立を主張するドゥダー
エフ大統領の勢力とエリツィン政権との交渉が次第に困難になっていった。最終
的にエリツィン政権は安全保障会議に諮った上で、チェチェン共和国の地上境界
線と空域の封鎖、そして連邦軍と内務省軍のチェチェン侵攻を決定した（12月11
日侵攻開始）。これに対し CSCEは、侵攻開始直前の11月28日に、「信頼および安
全保障醸成措置（CSBMs）に関するウィーン文書」を採択し、エリツィン政権に
よる自国民への武力行使を防ごうとした29。このウィーン文書は、第36条で CSCE
の全参加国に CSBMsが適用される域内で軍事行動を行う場合、軍事行動が開始
される42日以上前に書面で通知することを義務付けていた。また、第38条1.1は一
定の軍事力を超える軍事活動が行われる場合の通知を規定し、さらに第45条 4 で
は、一定の軍事力を超える軍事活動を行う場合、CSCE参加国は他の参加国から
の監視団を招聘しなければならないことを規定していた。ロシア政府によるチェ
チェン侵攻は、国内的には憲法裁判所で合憲と判断されたが（1995年 7月）、国際
的には上記の三つの規範に抵触するものであった。さらに、1994年12月5-6日にブ
ダペストで行われた CSCE首脳会議において調印された「安全保障の政治軍事的
側面に関する規約」の第36条では、国内における軍事力行使は、市民の負傷およ
び彼らの財産の損害を回避するために行使されなければならず、その決定は憲法
手続きに基づいて行わなければならないとされた30。
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　一連の規範は、エリツィン政権による国民への武力行使を思いとどまらせる目
的で導入されたことは明白であるが、すでにチェチェン情勢が泥沼化するなかで、
その実効力には疑問が付された。この一連の規範導入への対抗措置として、コズィ
レフ外相は、春の時点で参加の意向を示していた NATOとの「平和のためのパー
トナーシップ」への署名を拒否した。また、ブダペストでの CSCE首脳会議でエ
リツィンが「ヨーロッパは冷戦の遺産から解放されることに失敗しており、“冷た
い平和” に陥る危険を冒そうとしている」と西側諸国の対応を非難した31。この演
説の内容は、「ブロックや連携（koalitsiia）は真の安全保障を供与しない」ため、
CSCEの機能と効率を強化していくべきという趣旨であった。しかし、ロシアと
OSCEの関係を論じたゴジミルスキーは、ヘルシンキ・プロセスの歴史のなかで、
ロシアはこの時初めて完全に孤立したと指摘している32。第一次チェチェン紛争
は、ロシアと CSCE構成諸国の間の規範をめぐる対立を露呈したのである。CSCE
は、人権の尊重を重視し、規範の導入によってロシアの国家行為を拘束しようと
試みた。これに対し、ロシアの連邦政府は領土保全を優先し、チェチェンの分離
独立勢力に対する武力行使に踏み切った。ロシアにとってチェチェン問題は内政
問題であり、CSCE諸国による規範導入は深刻な主権侵害であり内政不干渉原則
に反すると受け止められたのである。
　ロシアによるチェチェン介入後、OSCE議長国は OSCEによる調停を試みた。
ロシア側は当初 OSCEによる介入に難色を示したが、ヨーロッパ連合（EU）およ
びヨーロッパ評議会（CE）による圧力も功を奏し、1995年 4 月に OSCE支援グ
ループミッションを受け入れた。第一次チェチェン紛争における CSCE/OSCEの
役割については、OSCEミッションによる和平交渉の仲介や、1997年 1 月の選挙
期間中の活動など、OSCEの新しい役割の開拓に繋がったことが評価されている33。
その一方で、第一次チェチェン紛争は、少数民族の自決と帰属国家の国境の不可
侵、領土保全の規範の対立が、CSCE内の西側諸国とロシアの間で初めて顕在化
したという意味でヨーロッパの再分断の始まりであった。

（3）1999年：コソヴォ紛争とインスタンブール首脳会議
　1994年のブダペスト首脳会議後も、CSCEに対するロシアの期待はまだ継続し
ていた。同会議で CSCEを OSCEに再編することが決定すると、ロシアはこの新
組織を強化し、全ヨーロッパ安全保障システムへと移行するよう求めてきた。1990
年代後半のロシアのヨーロッパ政策の主要な目標は、安定し、差別される国のな
い、普遍的なヨーロッパ安全保障システムを構築することであり、OSCEはその
柱であった34。
　ヨーロッパの安全保障秩序をめぐる問題で、ロシアと欧米諸国の関係に決定的
な断層ができた背景には、バルカン半島情勢が大きく関わっている。ロシアは正
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教徒の多いセルビアと関係が深いため、紛争が激化して NATOが介入することを
恐れていた。しかし1999年 3 月、NATOは人道的観点から、国連安保理決議にか
けずにコソヴォで空爆を開始した。これは冷戦後のヨーロッパ安全保障秩序が、
ロシアが支持する OSCE中心ではなく、ロシア抜きの NATO中心主義で形成され
ることを決定的にした。また、人道的惨事を食い止めるためには国連安保理の承
認を得ずに主権国家に軍事介入ができるという、新たな「制限主権」概念が欧米
によって実行に移されたという点で、ロシアにとって冷戦終結後最大の国際的危
機であった。
　1999年11月のイスタンブール首脳会議では、OSCE内の西側諸国とロシアの不
一致が決定的になった。この会議ではヨーロッパ安全保障憲章の採択とヨーロッ
パ通常戦力（CFE）の適合条約の調印という成果があった。その一方で、前月に
チェチェン武装勢力がダゲスタン共和国に侵入したことにより勃発した第二次チェ
チェン紛争に関して、ロシアは OSCEのコミットメントを認め、OSCEの規範を
尊重することをイスタンブール宣言に盛り込むことになった。この会議に際して、
エリツィン大統領が率いるロシアの代表団は、チェチェンでのロシアの行動が非
難されることを回避しようとした。エリツィンは演説のなかでチェチェンにおけ
るロシアの立場を擁護する一方、NATO加盟国がコソヴォでとった行動を引き合
いに出し、武力行使をめぐる二重基準を指摘し NATO諸国を非難した。ロシアが
OSCEを重視してきた最大の理由の一つに、ヨーロッパの安全保障問題を扱う多
国間会議に、平等な立場で関与できるという理由があった。しかし、コソヴォの
ケースでは、NATOによる空爆の直前の OSCEコソヴォ検証ミッションの撤収の
過程で、ロシアは拒否権を発動することができなかった35。
　2000年にプーチンが大統領に就任すると、OSCE支援ミッションのマンデート
の見直しを求め、最終的に2002年12月でミッションは閉鎖されることになった。
1990年代の CSCE/OSCEへの期待とは打って変わり、2000年代はロシアの OSCE
軽視の傾向が強まっていく。コソヴォやバルト三国の OSCEミッションなど、ロ
シアが重視する問題において、ロシアの意志が反映されなくなってきたことに対
する不満がこの背景にあった。2000年 1 月に改定され、プーチンによって承認さ
れた「ロシア連邦の対外政策概念」では、1993年版と比較して OSCEへの言及が
減少し、OSCEの機能を縮小すること、特にその専門的活動を旧ソ連空間とバル
カン半島に振り向けようとすることに強い反対が表明された36。イスタンブール
首脳会議では2002年末までのモルドヴァからのロシア軍撤退、南オセチア、アブ
ハジアのロシア軍の兵力削減が決まったが、ロシアはこれらを二国間で解決すべ
き問題だとして履行せず、2004年のソフィア外相理事会で、第三国との間で義務
を負うことを拒否する立場を表明した37。
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4．2000年以降のロシアとヘルシンキ・プロセスの限界

（1）コソヴォの独立承認とロシア・ジョージア戦争
　プーチン政権下では、集団安全保障条約の機構化（2002年）、ユーラシア経済連
合の創設（2015年）、一帯一路とユーラシア経済連合の連携を柱とする「大ユーラ
シア経済パートナーシップ構想」（2016年）に見られるように、ロシアが参加し、
主導権を握る国際秩序の構想の中心がヨーロッパから東方へとシフトしていった。
ロシアとヨーロッパ・大西洋地域（アメリカを含む表現）の関係は、イラク戦争
で介入主義を強めるアメリカへの不信感や、東欧へのミサイル防衛システム配備、
セルビア、ジョージア、ウクライナでの親ロ派指導者の失脚が続いたカラー革命
を経て、対立が深刻化していった。バルト諸国に続いて2008年 4月にジョージア、
ウクライナの将来的な NATO加盟が NATO首脳会議で約束されたことは、ロシア
の対外政策の変質を引き起こした重要な要因の一つである。
　2008年はヘルシンキ・プロセスにおける人民の自決に関する合意が破綻した年
であったと位置づけられる。同年 2月17日、コソヴォ議会がコソヴォ共和国の独
立を宣言する。これについて、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本な
どが国家承認を行ったのに対し、セルビア共和国の立場を支持してきたロシア、
国内に分離問題を抱えるスペイン、スロバキア、ルーマニア、ギリシャ、キプロ
ス、そして中国も承認をしていない。ロシア外務省は、コソヴォの独立宣言を受
けて直ちに声明を出している。この声明は、コソヴォ暫定自治政府の一方的な独
立宣言はセルビア共和国の主権侵害であり、国連憲章、国連安保理決議1244、ヘ
ルシンキ最終文書、コソヴォ憲法、コンタクト・グループにおけるハイレベル合
意に違反するとして、コソヴォを非難する内容であった38。国連安保理決議1244
は、コソヴォ空爆が行われていた1999年 6 月10日に採択されたコソヴォ和平プラ
ンであり、その冒頭では「ヘルシンキ最終文書および付属書 2に述べられている
ように、ユーゴスラヴィア連邦共和国および他の地域諸国の主権と領土保全に対
する全ての加盟国のコミットメントを再確認する」としている39。つまり、1999
年 6 月の段階では、それまでの OSCE内での合意と同様、コソヴォ自治州の独立
は承認されないことが確認されていた。2008年 2月のコソヴォの独立宣言と、EU
主要国による国家承認は、それまでの「人民の自決権の行使の主体は国民であり、
少数民族ではない」という合意を覆し、少数民族に自決権の行使を認めたという
点で、大きな変化であった。この独立宣言は、コソヴォの地位について交渉中で
あったコンタクト・グループ（米英仏独伊露）が「押し付けられた解決」はあり
得ないと書かれた報告書を提出したわずか数週間後の出来事であった。プーチン
政権にとって、この一方的な独立宣言は、アメリカによる一極支配の推進であり、
国連の権威を弱体化する行いに他ならなかった40。
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　この半年後の 8月、事実上の独立状態にあった南オセチアに、ジョージアが軍
事行動をとったのに対し、ロシアは軍事介入して押し返し、さらにジョージア領
内へ侵攻していった。ドミトリー・メドヴェージェフ政権は停戦合意後に、南オ
セチアだけでなくアブハジアの国家承認に踏み切った。ロシアの主張はジョージ
ア軍の先制攻撃に対してロシアの平和維持軍が自衛権を行使し、「自国民」保護の
ために軍事行動を続けたというものであった。これまで欧米諸国がコソヴォへの
軍事介入や、コソヴォの独立承認を行った際の理屈を逆手にとった言い分が用い
られたのである。プーチン政権は、旧ソ連国民に対するロシア国籍の付与に慎重
な姿勢をとる一方、旧ソ連国民のうちロシアにとって有用な人々には国籍を積極
的に付与する方針を打ち出した41。この「有用な人々」とは第一に、労働力とし
ての旧ソ連諸国からの移民である。第二に、ロシアが「勢力圏」と見なす非承認
国家の住民である。プーチン政権は2002年からアブハジア、数年遅れて南オセチ
アの住民にパスポートを発行する政策をとってきた。これらのロシア国籍を取得
した人々を「自国民」として、その保護を介入の理屈として利用する下地があっ
たことを指摘しておきたい。
　メドヴェージェフ大統領はロシアのテレビ番組のインタビューで、ジョージア
紛争後の世界秩序とロシアの立ち位置について問われ、「対外政策の 5原則」に言
及した。それによると、ロシアは第一に国際法の基本的原則の優位を認める、第
二に世界は多極であるべきとし、アメリカの国名を挙げて一極世界に対する拒否
の立場を明確にした。その一方で、第三に、どの国とも対立を望まないとし、孤
立の回避を挙げた。第四に、国民の生命と威厳の保護を挙げ、最後に「特権的な
利益のある地域」に言及し、伝統的に友好な善隣関係を有し、歴史的に特別な関
係にある地域を特別に注意深く扱うと述べた42。つまり、旧ソ連地域におけるロ
シアの特権的立場の主張である。これは南オセチアやアブハジア、クリミア半島
のように、居住するロシア系住民を保護するという大義名分の下、旧ソ連地域に
軍事的に介入することを正当化するための論理であり、その根底には、旧宗主国
とその勢力圏（sphere of influence）という非対等で階層的な秩序観がある。これ
は、エリツィン時代を通じて守ってきたヘルシンキ最終文書の国境不可侵の原則
を形骸化し、戦前の主権国家への後退をもたらす危険性を孕む言動であった。
　2000年の対外政策概念にも見られるように、初期のプーチン政権は一方的な軍
事行動を行う大国に対し、国家主権の尊重を求める側にあった。しかしジョージ
ア紛争以降、国家主権に対するロシアのアプローチは、二重基準をとる傾向が強
まった。旧ソ連地域外に対しては主権の排他性・対等性、つまり領域の現状維持
を主張する一方、旧ソ連地域内では冷戦終結後に現れた、「保護する責任」と自決
を組み合わせた概念が適用されるようになったのである。2014年 3 月に、プーチ
ン政権はロシア語話者の保護を口実に、ウクライナ領であるクリミア半島に軍事
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介入し、住民投票の結果に基づいて独立させ、その後にロシアの連邦構成主体と
して「編入」した。国際社会に共有されてきた「保護する責任」に基づく介入と
は、領域内の住民を保護する一義的な責任は国家にあるとしたうえで、一般市民
に対する重大な危害が生じているか、あるいは切迫しており、当該国家がそれを
除去できないかその意思がない場合、あるいは国家自身が加害者である場合に、
人間の保護を目的として国際社会が介入できるという考え方である43。プーチン
の述べていることは、他国の領土に住むロシア語話者という特定の住民の保護で
あり、国際社会が共有してきた「危機に瀕した一般市民の保護」という基準に対
応していないことは明白であった。

（2）二度のウクライナ危機から考えるOSCEの役割と限界
　最後に、2014年から続くウクライナ危機における OSCEの役割について考えて
みたい。2014年 3 月のロシアによるクリミア併合の後、ウクライナ南部、東部で
はユーロマイダン支持派と反マイダン派の対立が激化した。このうちドネツィク、
ルハンシク（ドンバス地域）の親露派勢力は、2014年 4 月に相次いで「人民共和
国」を宣言し、ウクライナからの分離を志向していった。ロシアが支援するこれ
らの分離主義勢力とキーウ政権との武力紛争は、2015年 2 月に、ウクライナ、ロ
シア、ドイツ、フランスの首脳によって停戦合意（ミンスク 2）に至ったものの
散発的に戦闘が続き、 7年後の2022年 2 月24日、ロシアによるウクライナ全面侵
攻へと発展した。
　ヨーロッパで起きたこの侵略戦争に、OSCEはどのような対応をとったのだろ
うか。2014年から2015年にかけて起きた最初の分離紛争の段階で、OSCEは迅速
に動いた。当時の議長国スイスのディディエ・ブルカルテール大統領兼外相は、
ハイレベルのコンタクト・グループと監視ミッションの設置を提案し、積極的な
政治的介入の姿勢を示した。前者は直接的には実現しなかったものの、アンゲラ・
メルケル独首相とフランソワ・オランド仏大統領が調整したウクライナ、ロシア
との会議では、OSCE議長国が特別代表を務める、ウクライナおよびロシアとの
三者コンタクト・グループ（TCG）の設置に繋がった。後者について、OSCEは
ドンバス地域で敵対行為が起きる前の 3月21日に、非武装のウクライナ特別監視
ミッション（SMM）を立ちあげ、ウクライナの複数地域に展開し、情勢の監視と
報告の任務を担当した。SMMのような OSCEのミッションは加盟国の事前のコ
ンセンサスが必要な非武装の活動であり、ロシアとの国境地域では監視が制限さ
れる。また、停戦違反を止めたり防いだりする権限や強制力も持ち得ないため、
その活動の効果は当初から疑問視されていた44。
　数年にわたる交渉のなかで、OSCEはウクライナとロシアの双方から、相手側
に十分な圧力をかけられないことを批判されるようになった。最終的にモスクワ
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がウクライナ危機関連の活動を延長しないことを決定したため、SMMは2021年
10月付で廃止され、監視員は2022年 3 月上旬にウクライナ東部から退避した45。
TCGが、分離政体であるドンバス地域の代表を含めて、政治的解決策を模索する
プラットフォームの役割を果たしたことは、OSCEにしかできないことだったか
もしれない。しかし結果的にOSCEによるウクライナ危機対応はうまくいかなかっ
た。歴史を遡ると、ソ連はOSCEの前身である CSCEの準備段階から深く関わり、
ソ連崩壊後は NATOの拡大方針が明らかになった後、CSCE/OSCEを全ヨーロッ
パの安全保障体制の頂点と位置づけるようになった。しかし、プーチン政権は
OSCEへの信頼と評価が低く、「OSCEは、（軍事・政治、経済・環境、人的側面
という安全保障の全ての側面とその相互作用の）バランスが明らかに崩れており、
一国あるいは一つのグループの外交的利益を追求する低俗な道具に成り下がった」
と厳しく批判するようになった46。このように OSCEに対するロシアの評価が大
きく変わり関心が低下していった背景として、CSCE/OSCEが冷戦後の安全保障
環境の現実に対処できなかったことや47、加盟国の多さや異質性のせいでコンセ
ンサス領域を特定することが極めて難しいという制度的問題が指摘されてきた48。
　しかし、それでもロシアが OSCEの加盟国であり続けるのは、第一に、この機
構にとどまり続けるのがロシアの「ヨーロッパ性」を担保する数少ない手段であ
ることが挙げられる。2022年 3 月にロシアがヨーロッパ評議会（CE）から脱退し
た後、OSCEはロシアが参加するヨーロッパで唯一の政府間機構となっており、今
後の関係を注視しなければならない。第二に、OSCEを通じてロシアの利益を主
張し、西側諸国の政策に一定の影響力を行使することに、ロシアの指導部が意義
を認めているからだと考えられる。第三に、仮にロシアが OSCEでの活動を停止
すれば、旧ソ連諸国は OSCE内でロシアという防波堤を失うことになる。OSCE
内のパワー・バランスは欧米勢力の比重が増し、旧ソ連諸国への圧力が高まるこ
とも予想される。第四に、OSCEの機能が失われれば、その穴はおそらく NATO
や EU、CEなどのより実効力の高い機構によって埋められる可能性がある。その
ため、OSCEの形骸化はロシアにとって都合が悪いのも確かなのである。

おわりに

　本稿は、冷戦期にアメリカ、カナダ、主要ヨーロッパ諸国、ソ連の間で合意さ
れたヘルシンキ10原則という国際規範を手がかりに、冷戦終結後のヨーロッパで
「西側」とロシアの対立がどのように生じ、再び分断が生じる事態に発展したのか
について検討した。
　冷戦終結後、ユーゴスラヴィアやソ連陣営で政治的統制が緩み、主権国家の内
側の少数民族運動が活発化してくると、自決権を根拠としたそれらの分離運動と、
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帰属する親国家の関係を調整する機能が、CSCEを含めた既存の国際組織に備わっ
ていないことが露呈した。冷戦終結後、1994年頃までロシアが CSCEを重視して
いたのは、批判を恐れず単純化して述べると、③国境不可侵、④領土保全、⑥内
政不干渉というソ連/ロシアの体制と既得権益を保障する原則が守られる場であっ
たことが大きい。第一次チェチェン紛争の始まりを機に、CSCEの西側諸国のな
かでこれらの原則よりも、⑦人権の尊重を重視する姿勢が明確化され、その後は
コソヴォの独立・国家承認問題に見られるように、⑧人民の自決の解釈が修正さ
れるようになっていった。もはや CSCE/OSCEはヨーロッパ・大西洋地域におけ
るロシアの利益を擁護する場ではなくなったのである。
　ロシアは CSCE/OSCEを、アメリカを含む西側諸国と非西側諸国が平等に参加
して、ヨーロッパの安全保障問題を議論する場である点でも重視し、ロシアを含
む汎ヨーロッパの安全保障秩序の柱と見なしてきた。しかし、1990年代後半以降、
その活動がロシアや旧ソ連諸国の人道問題や民主化問題に傾斜するようになると、
西側の価値と実践をヨーロッパの東に伝達する一方向のメカニズムであることに
反発するようになり、プーチン政権以降はその役割を軽視されがちであった49。今
日、世界各地で国家による人権弾圧が深刻な問題として認識されているなかで、
人権尊重の推進が社会のあらゆる活動において優先されるべき課題であることは
論を俟たない。一方で、国境不変更の原則や、権利行使の主体を国民としてきた
人民の自決原則は、冷戦終結後の旧ソ連空間で未承認国家問題を生むことにつな
がった。「人民の自決」は国家によって恣意的に運用される頻度が増大し、ヨー
ロッパに限らず世界全体で自由主義的国際秩序を不安定化している。このような
意味で、第二次世界大戦後の国家間関係の道徳的・法的基準とされてきたヘルシ
ンキ・プロセスは限界を迎えている。
　グローバル・サウスに含まれるアジア・アフリカ諸国に、脱植民地化を経験し
た国が多いことを考慮すると、分離独立問題でダブル・スタンダードをとってき
た欧米とロシアのどちらも支持しない態度は妥当に見える。その一方で、グロー
バル・サウスに属する諸国では、主権平等、武力による威嚇やその行使の抑制、
国境不可侵、領土保全、紛争の平和的解決、内政不干渉といった国際規範を支持
する声も強い。ヘルシンキ・プロセスを再活性化させるためには、OSCEが1990
年代半ば以降に担ってきた、停戦監視、紛争当事者間の協議のプラットフォーム、
選挙の監視などの機能を強化すると同時に、ヨーロッパを超えてグローバル・サ
ウス諸国の生存と安全を支える規範の推進者になるべきであろう。

注
 1 liberal international orderは、「自由主義的国際秩序」あるいは「リベラルな国際秩序」など
と邦訳されているが、本稿では前者で統一する。その定義について、世界的に共有されて
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いるものがあるとは言えないが、本稿ではこの概念についての議論をリードしてきた G. 
John Ikenberryの定義を参照し、1940年代以降、アメリカ主導で形成されてきた開放的で
ルールに基づく国際秩序という意味でこの概念を用いる。自由主義的国際秩序は、民主主
義や自由市場への信頼を共有する国々によって支持されてきた。この秩序を政治的に支え
るのが国連などの制度や多国間主義の規範であり、アメリカの軍事的優位を制度的に支え
てきたのが同盟である。G John Ikenberry, “The Future of the Liberal World Order: International-
ism after America,” Foreign Affairs, vol.90, no.3, 2011, pp.56-68.
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